
平成 ２０年 １月 ３１日

平成 １９年度 ～ 平成 ２２年度

１９年度実績 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 備考

経常収支比率 60.1 （59.3）

職員給与費比率 135.9 （137.0）

病床利用率 69.2 （71.6）

※（　）で表記した数字は、プランに掲載していない

上記目標数値設定の考え方
・指定管理者制度導入後の数値目標は設定していない。

（単年度実質収支の収支均衡の目標年度：２２年度）

・北九州医療圏内唯一の結核病床の保持
（市内で唯一結核病床を持つ病院であり、感染症病床を持つ医療センターとともに、市民
のセーフティーネットという観点から不可欠な機能を有している。）

　一般会計における経費負担は、原則として、「地方公営企業繰出金について」（総務省自
治財政局長通知）に基づくものとする。
　なお、民間医療機関における医療体制が充実する中、独立採算の原則をさらに徹底して
いく。

北九州市

北九州市病院事業経営改革プラン

北九州市立門司病院

北九州市門司区南本町３－１

１５５床（一般５０床、療養５０床、結核５５床）

内科、呼吸器科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、眼科、放射線科

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

財務に係る数値目標（主なも
の）

公立病院改革プランの概要

団　　　　体　　　　名

プ　ラ　ン　の　名　称

策　　　　定　　　　日

(別紙４）

対　　象　　期　　間

病
院
の
現
状

公立病院として今後果たすべき役
割(概要)
（注）詳細は別紙添付

一般会計における経費負担の考
え方(繰出基準の概要）
（注）詳細は別紙添付

病 院 名

所 在 地

病 床 数

診療科目
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団体名
（病院名）

北九州市立門司病院

１９年度実績 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 備考

入院延患者数 33,289

外来延患者数 34,333

平均在院日数 56.1

民間的経営手法の導入

事業規模・形態の見直し

経費削減・抑制対策

収入増加・確保対策

その他

別紙のとおり

病床利用率の状況 １７年度 81.00% 1８年度 76.20% １９年度 69.20%

病床利用率の状況を踏
まえた病床数等の抜本
見直し、施設の増改築計
画の状況等

　指定管理者制度を導入予定（平成２１年４月）

※地方公営企業法の全部適用済（昭和４２年１１月）

※上記病床利用率は、結核病床を除く

数
値
目
標
達
成
に
向
け
て
の
具
体
的
な
取
組
及
び
実
施
時
期

そ
の
他
の
特
記
事
項

各年度の収支計画

公立病院としての医療機能に係る
数値目標（主なもの）

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画
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団体名
（病院名）

北九州市立門司病院

（注）
１
２
詳細は別紙添付
具体的な計画が未定の
場合は、①検討・協議の
方向性、②検討・協議体
制、③検討・協議のスケ
ジュール、結論を取りま
とめる時期を明記するこ
と。

経営形態の現況

（注）
１
２
詳細は別紙添付
具体的な計画が未定の
場合は、①検討・協議の
方向性、②検討・協議体
制、③検討・協議のスケ
ジュール、結論を取りま
とめる時期を明記するこ
と。

〔公表〕
平成１９年１２月２６日「素案」公表　病院局ホームページに掲載、記者発表、市議会報告
平成１９年１２月２６日～平成２０年１月２２日　パブリックコメントの実施
平成２０年　１月３１日「成案」公表　病院局ホームページに掲載、市議会報告

〔点検・評価〕
プランの進捗状況は、北九州市病院局ホームページで公表していく

詳細未定　※決算（議会）との関係あり

＜時　期＞

　なし

＜内　容＞

【参考】
　北九州市では、救急医療、周産期医療、小児救急医療など
について、地域医師会や民間医療機関を含む協議会等によ
り各病院の役割分担やネットワーク体制を構築し、機能の集
約等を行っている。

経
営
形
態
見
直
し
に
係
る
計
画

＜時　期＞

指定管理者制度を導入予定
（平成２１年４月）

※地方公営企業法の全部
適用済（昭和４２年１１月）

＜内　容＞

１　公立病院
　　北九州市立（①医療センター・②門司病院・③若松病院・④八幡病院）
　　中間市立病院、芦屋町立芦屋中央病院

２　その他
　　（労働者健康保健福祉機構）①九州労災病院・②九州労災病院門司メディカルセンター
　　（社会保険）小倉記念病院、　　（国立病院機構）小倉医療センター、
　　（国家公務員共済組合連合会）新小倉病院、　　（済生会）八幡総合病院、
　　（厚生年金事業振興団）九州厚生年金病院、　　（学校法人）産業医科大学病院

　県から示されていない

その他特記事項

二次医療圏内の公立病院等
配置の現況

都道府県医療計画等における
今後の方向性

（該当箇所に

（該当箇所に

再編・ネットワーク化計画の概
要及び当該病院における対応
計画の概要

経営形態の見直し（検討）の方向
性

再
編
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
係
る
計
画

討中の場合は複数可）

点
検
・
評
価
・
公
表
等

点検・評価・公表等の体制
(委員会等を設置する場合その
概要）

点検・評価の時期(毎年○月頃
等）

経営形態見直し計画の概要

公営企業法財務適用

指定管理者制度

CheckBox2

民間譲渡

診療所化

公営企業法全部適用 地方独立行政法人

一部事務組合・広域連合

公営企業法全部適用 地方独立行政法人 指定管理者制度

老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行

を記入、検

を記入）
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平成 ２０年 １月 ３１日

平成 １９年度 ～ 平成 ２２年度

１９年度実績 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 備考

経常収支比率 91.7 （92.9） （95.7） 98.5

職員給与費比率 62.0 （61.4） （58.2） （56.0）

病床利用率 77.7 （84.9） （86.5） 87.6

※（　）で表記した数字は、プランに掲載していない

上記目標数値設定の考え方

・職員給与費比率及び病床利用率は、門司病院を除く

（単年度実質収支の収支均衡の目標年度：２２年度）

　がん医療、周産期医療、小児医療、救急医療、結核医療、感染症医療など地域に必要と
される質の高い政策医療を各病院で機能分担し提供する。

　一般会計における経費負担は、原則として、「地方公営企業繰出金について」（総務省自
治財政局長通知）に基づくものとする。
　なお、民間医療機関における医療体制が充実する中、独立採算の原則をさらに徹底して
いく。

北九州市　【総括表】

北九州市病院事業経営改革プラン

北九州市立　医療センター・門司病院・若松病院・八幡病院　（全４病院）

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

財務に係る数値目標（主なも
の）

公立病院改革プランの概要

団　　　　体　　　　名

プ　ラ　ン　の　名　称

策　　　　定　　　　日

(別紙４）

対　　象　　期　　間

病
院
の
現
状

公立病院として今後果たすべき役
割(概要)
（注）詳細は別紙添付

一般会計における経費負担の考
え方(繰出基準の概要）
（注）詳細は別紙添付

病 院 名

所 在 地

病 床 数

診療科目

1



団体名
（病院名）

北九州市

１９年度実績 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 備考

入院延患者数 349,222 （361,278） （368,192） 373,027 門司病院を除く

外来延患者数 566,440 561,939 門司病院を除く

平均在院日数 － －
平均在院日数は各病
院毎で目標設定

※（　）で表記した数字は、プランに掲載していない

民間的経営手法の導入

事業規模・形態の見直し

経費削減・抑制対策

収入増加・確保対策

その他

別紙のとおり

病床利用率の状況 １７年度 82.30% 1８年度 79.60% １９年度 77.70%

病床利用率の状況を踏
まえた病床数等の抜本
見直し、施設の増改築計
画の状況等

※地方公営企業法の全部適用済（昭和４２年１１月）

○市立４病院のうち、１病院（門司病院）に指定管理者制度を導入予定（平成２１年４月）

○診療材料等の効率的な購入
○医療機器の計画的整備
○施設の維持管理経費の削減（医療センターへのＥＳＣＯ事業の導入）
○人件費の縮減

○平均在院日数の短縮及び病床利用率の向上
○亜急性期病床の導入（若松病院）
○午後診療の実施（若松病院）
○療養環境の改善（八幡病院）
○未収金対策の推進

○若松病院については、早急に収支バランスの均衡を目指す。プラン期間中に改善が見
込まれない場合は、経営形態の見直しを検討する。

※上記病床利用率は、門司病院を除く

数
値
目
標
達
成
に
向
け
て
の
具
体
的
な
取
組
及
び
実
施
時
期

そ
の
他
の
特
記
事
項

各年度の収支計画

公立病院としての医療機能に係る
数値目標（主なもの）

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

2



団体名
（病院名）

北九州市

（注）
１
２
詳細は別紙添付
具体的な計画が未定の
場合は、①検討・協議の
方向性、②検討・協議体
制、③検討・協議のスケ
ジュール、結論を取りま
とめる時期を明記するこ
と。

経営形態の現況

（注）
１
２
詳細は別紙添付
具体的な計画が未定の
場合は、①検討・協議の
方向性、②検討・協議体
制、③検討・協議のスケ
ジュール、結論を取りま
とめる時期を明記するこ
と。

〔公表〕
平成１９年１２月２６日「素案」公表　病院局ホームページに掲載、記者発表、市議会報告
平成１９年１２月２６日～平成２０年１月２２日　パブリックコメントの実施
平成２０年　１月３１日「成案」公表　病院局ホームページに掲載、市議会報告

〔点検・評価〕
プランの進捗状況は、北九州市病院局ホームページで公表していく

詳細未定　※決算（議会）との関係あり

＜時　期＞

　なし

＜内　容＞

【参考】
　北九州市では、救急医療、周産期医療、小児救急医療など
について、地域医師会や民間医療機関を含む協議会等によ
り各病院の役割分担やネットワーク体制を構築し、機能の集
約等を行っている。

経
営
形
態
見
直
し
に
係
る
計
画

＜時　期＞

※地方公営企業法の全部
適用済（昭和４２年１１月）

市立４病院のうち、１病院
（門司病院）に指定管理者制
度を導入予定（平成２１年４
月）

＜内　容＞

１　公立病院
　　北九州市立（①医療センター・②門司病院・③若松病院・④八幡病院）
　　中間市立病院、芦屋町立芦屋中央病院

２　その他
　　（労働者健康保健福祉機構）①九州労災病院・②九州労災病院門司メディカルセンター
　　（社会保険）小倉記念病院、　　（国立病院機構）小倉医療センター、
　　（国家公務員共済組合連合会）新小倉病院、　　（済生会）八幡総合病院、
　　（厚生年金事業振興団）九州厚生年金病院、　　（学校法人）産業医科大学病院

　県から示されていない

その他特記事項

二次医療圏内の公立病院等
配置の現況

都道府県医療計画等における
今後の方向性

（該当箇所に

（該当箇所に

再編・ネットワーク化計画の概
要及び当該病院における対応
計画の概要

経営形態の見直し（検討）の方向
性

再
編
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
係
る
計
画

討中の場合は複数可）

点
検
・
評
価
・
公
表
等

点検・評価・公表等の体制
(委員会等を設置する場合その
概要）

点検・評価の時期(毎年○月頃
等）

経営形態見直し計画の概要

公営企業法財務適用

指定管理者制度

CheckBox2

民間譲渡

診療所化

公営企業法全部適用 地方独立行政法人

一部事務組合・広域連合

公営企業法全部適用 地方独立行政法人 指定管理者制度

老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行

を記入、検

を記入）
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